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Ship Risk Profile による分類の詳細について 

 
Ship Risk Profile に基づく「Low Risk Ship」「Standard Risk Ship」「High Risk Ship」 

の分類は「表－Ship Risk Profile」により行われる。ここで、表中の評価点は「High Risk Ship」の判

定のみに用いられる。 
 

１．「Low Risk Ship」について 
下に列挙した項目をすべて満足した場合に「Low Risk Ship」と判定される。 
 
① 旗国のBGW リスト 

旗国は過去3 年間の検査及び拘留履歴によりBlack/Grey/White に分類される。 
その分類において旗国がWhite であること。 
（旗国のBGW リストは東京MOU 年次レポートに掲載される。） 
② 旗国の任意加盟国監査 

IMO 任意加盟国監査を既に受け、東京MOU 事務局にその旨を申告している旗国であるこ

と。 
③ 認定機関の加盟国認証 

東京 MOU 各加盟国の少なくとも1 加盟国に認証された認定機関であること。 
④ 認定機関の成績 

認定機関は過去3 年間の検査及び拘留履歴によりVery Low/Low/Medium/High に分類され

る。その分類において認定機関の成績がHigh（成績が良い）であること。 
（認定機関の分類は東京MOU 年次レポートに掲載される。） 
⑤ ISM 管理会社の成績 

ISM 管理会社は、その管理する船舶の過去36 ヶ月間の検査及び拘留履歴により、 
Very Low/Low/Medium/High に分類される。その分類においてISM 管理会社の成績がHigh
（成績が良い）であること。 
⑥ 欠陥数 

過去 36 ヶ月以内に検査された履歴において、欠陥の合計が5 以下の検査しか存在しないこ

と。 
⑦ 拘留数 

過去 36 ヶ月以内に一度も拘留されていないこと。 
 
なお、①及び②の条件を満たしている旗国、③及び④の条件を満たしている認定機関は東京

MOU のウェブサイトにて確認可能である。 
 
 



２．「High Risk Ship」について 
「表－Ship Risk Profile」の各項目の評価点の合計が4 点以上の場合は「High Risk Ship」 

と判定される。評価点の配点は下記のとおり。 
 
① 船種 

ケミカルタンカー、ガスキャリア、油タンカー、バルクキャリア、旅客船、コンテナ船は2 点。 
② 船齢 

全ての船種において船齢12 年を超える場合は1 点。 
③ 旗国のBGW リスト 

旗国がBlack である場合は1 点。 
④ 認定機関の成績 

「Very Low」又は「Low」と判定された場合は1 点。 
⑤ ISM 管理会社の成績 

「Very Low」又は「Low」と判定された場合、または、過去36ヶ月以内に検査履歴がない場合は 
2 点。 

⑥ 欠陥数 
過去 36 ヶ月以内に検査された履歴において、5 を超える欠陥が指摘された検査の回数。 
（例えば過去36 ヶ月以内に5 回検査を受け、その内3 回の検査で5 を超える欠陥が指摘さ

れた場合は3 点） 
⑦ 拘留数 

過去 36 ヶ月以内に3 回以上拘留された場合は1 点。 
 
 

３．「Standard Risk Ship」について 
上記「Low Risk Ship」及び「High Risk Ship」に当てはまらない船舶は「Standard Risk 

Ship」と判定される。 
 
  



表 – Ship Risk Profile （仮訳） 

要素 

プロフィール 

High Risk Ship 

(評価点の合計が 4 点以上) 

Standard 

Risk 

Ship 

Low Risk Ship 

評価基準 ポイント 評価基準 基準 

船種 

ケミカルタンカー 

ガスキャリア 

油タンカー 

バルクキャリア 

旅客船 

コンテナ船 

2 

Low 

Risk 

Ship 

又は 

High 

Risk 

Ship 

のどちら 

でもない 

－ 

船齢 12 年超え 1 － 

旗国 

BGW リスト Black 1 White 

IMO 加盟国 

監査 
- - 

監査済 

報告済 

認定 

機関 

加盟国認証 - - 認証 

成績 
Low 又は 

Very Low 
1 High 

会社の成績 

Low 又は 

Very Low 

過去 36 ヶ月以内

に検査履歴なし 

2 High 

欠陥

数 

過去 36 か月以

内の検査で指

摘された欠陥の

数 

5 つを超える欠陥

を指摘された検査

の回数 

当該検

査回数

をポイン

トとする 

いずれの検査 

においても欠 

陥数が 5 以下 

(過去 36 ヶ月以 

内に 1 回は検査 

を受けている 

こと) 

拘留

数 

過去 36 ヶ月以

内の検査で拘

留された回数 

３回以上 1 拘留なし 

 


